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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）（平成 26 年特定個人情報保護委員会告示第６号）

の一部改正案の新旧対照表 

○平成 26 年特定個人情報保護委員会告示第６号（特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等

編）） 

（赤字傍線部分は改正部分） 

改正案   現行 
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン 

（行政機関等・地方公共団体等編） 

 

目次 

（略） 

 
第１～第３ （略） 

 

第４ 各論 

第４－１・第４－２ （略） 

 

第４－３ 特定個人情報の提供制限等 

第４－３－⑴・第４－３－⑵ （略） 

 

第４－３－⑶ 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情

報の提供 

（関係条文） 

（略） 

 

１ 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の情報連

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン 

（行政機関等・地方公共団体等編） 

 

目次 

（略） 

 
第１～第３ （略） 

 

第４ 各論 

第４－１・第４－２ （略） 

 

第４－３ 特定個人情報の提供制限等 

第４－３－⑴・第４－３－⑵ （略） 

 

第４－３－⑶ 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情

報の提供 

（関係条文） 

（略） 

 

１ 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の情報連

資料１－２ 
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改正案   現行 
携 

Ａ 情報提供ネットワークシステム（番号法第21条、第26条） 

「情報提供ネットワークシステム」とは、番号法第19条第

７号又は第８号の規定に基づき、同法第２条第14項に規定す

る行政機関の長等（行政機関の長、地方公共団体の機関、独

立行政法人等、地方独立行政法人及び地方公共団体情報シス

テム機構並びに情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関

係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。以下同

じ。）の間で、特定個人情報を安全、効率的にやり取りする

ための情報システムであり、総務大臣が、委員会と協議の

上、設置し、管理するものである。 

行政機関等及び地方公共団体等は、同法第19条第７号の規

定及び別表第２に基づき、情報提供ネットワークシステムを

通じて、情報照会者として他の個人番号利用事務実施者から

個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報の提

供を受け、又は情報提供者として他の個人番号利用事務実施

者に対し特定個人情報を提供することとなる。また、同法第

19条第８号の規定及び個人情報保護委員会規則に基づき、情

報提供ネットワークシステムを通じて、条例事務関係情報照

会者として条例事務関係情報提供者から条例事務を処理する

ために必要な特定個人情報（注）の提供を受け、又は条例事務関

係情報提供者として条例事務関係情報照会者に対して特定個

人情報（注）を提供することも認められる。このような情報のや

り取りを情報連携という。 

行政機関の長等においては、それぞれ設置される中間サー

携 

Ａ 情報提供ネットワークシステム（番号法第21条、第26条） 

「情報提供ネットワークシステム」とは、番号法第19条第

７号又は第８号の規定に基づき、同法第２条第14項に規定す

る行政機関の長等（行政機関の長、地方公共団体の機関、独

立行政法人等、地方独立行政法人及び地方公共団体情報シス

テム機構並びに情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関

係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。以下同

じ。）の間で、特定個人情報を安全、効率的にやり取りする

ための情報システムであり、総務大臣が、委員会と協議の

上、設置し、管理するものである。 

行政機関等及び地方公共団体等は、同法第19条第７号の規

定及び別表第２に基づき、情報提供ネットワークシステムを

通じて、情報照会者として他の個人番号利用事務実施者から

個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報の提

供を受け、又は情報提供者として他の個人番号利用事務実施

者に対し特定個人情報を提供することとなる。また、同法第

19条第８号の規定及び個人情報保護委員会規則に基づき、情

報提供ネットワークシステムを通じて、条例事務関係情報照

会者として条例事務関係情報提供者から条例事務を処理する

ために必要な特定個人情報（注）の提供を受け、又は条例事務関

係情報提供者として条例事務関係情報照会者に対して特定個

人情報（注）を提供することも認められる。このような情報のや

り取りを情報連携という。 

行政機関の長等においては、それぞれ設置される中間サー
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改正案   現行 
バー等（中間サーバーに相当する機能を有する既存業務シス

テムを含む。）を通じて情報提供ネットワークシステムにア

クセスし、同法別表第２の第４欄に掲げられた特定個人情報

について、原則としてシステム上自動的に照会・提供を行う

こととなる。したがって、こうしたシステムの管理について

の環境を整備することが必要となる。 

また、情報提供ネットワークシステムを使用することがで

きるのは、行政機関の長等に限られる。したがって、行政機

関等及び地方公共団体等から個人番号利用事務の委託を受け

た者（法令の規定により、同法別表第２の第２欄に掲げる事

務の全部又は一部を行うこととされている者及び同表の第４

欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部

又は一部を行うこととされている者を除く。）は、情報提供

ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会

等を行うことはできない。 

 

（注） （略） 

 

〈参考〉取得番号の取扱いに係る留意事項 

情報連携に必要な情報提供用個人識別符号（番号法第21条

の２第１項に規定する情報提供用個人識別符号をいう。）の

取得に当たって用いられる符号である取得番号（同条第２項

に規定する取得番号をいう。）に関しては、同条第３項にお

いて、「情報照会者等（情報照会者又は情報提供者をい

う。）及び総務大臣は、情報提供用個人識別符号の取得に係

バー等（中間サーバーに相当する機能を有する既存業務シス

テムを含む。）を通じて情報提供ネットワークシステムにア

クセスし、同法別表第２の第４欄に掲げられた特定個人情報

について、原則としてシステム上自動的に照会・提供を行う

こととなる。したがって、こうしたシステムの管理について

の環境を整備することが必要となる。 

また、情報提供ネットワークシステムを使用することがで

きるのは、行政機関の長等に限られる。したがって、行政機

関等及び地方公共団体等から個人番号利用事務の委託を受け

た者（法令の規定により、同法別表第２の第２欄に掲げる事

務の全部又は一部を行うこととされている者及び同表の第４

欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部

又は一部を行うこととされている者を除く。）は、情報提供

ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会

等を行うことはできない。 

 

（注） （略） 

 

（新設） 
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改正案   現行 
る事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、取得番号を

保有してはならない」旨、及び同条第６項において、「取得

番号の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必

要な範囲を超えて、当該取得番号を保有してはならない」

旨、それぞれ規定されている。 

したがって、情報照会者等及び総務大臣並びに取得番号の

提供を受けた者は、情報提供用個人識別符号の取得後、当該

情報提供用個人識別符号の取得に係る事務を処理する必要が

なくなった場合で、文書管理に関する規程等によって定めら

れている保存期間を経過した場合には、取得番号を削除する

必要がある。 

 

Ｂ （略） 

２・３ （略） 

 

第４－３－⑷・第４－３－⑸ （略） 

 

第４－４～第４－６ （略） 

 

（別添）特定個人情報に関する安全管理措置（行政機関等・地方

公共団体等編） 

（略） 

 
（巻末資料） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ （略） 

２・３ （略） 

 

第４－３－⑷・第４－３－⑸ （略） 

 

第４－４～第４－６ （略） 

 

（別添）特定個人情報に関する安全管理措置（行政機関等・地方

公共団体等編） 

（略） 

 
（巻末資料） （略） 

 


